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滋賀大学保健管理センターに着任して14年が経ちました。大学における保健管理という分野の専門
家ではなく，当初は前任者を踏襲するところから活動を始めました。移りゆく世情に合わせて大学も
変化していく中で，保健管理センターも変革をすることを余儀なくされ，対処を模索していました。
幸い全国大学保健管理協会や国立大学保健管理施設協議会を通じて多くの先達や仲間に出会うことが
出来ました。多くの情報や事例を教えられて知りましたが，そのまま滋賀大学に適応することは難し
いことも多々ありました。健康診断ひとつをとってみても効率的な実施には，時期，場所，スタッフ
の確保など他大学と同じようにはいきませんでした。その過程で否応なく気付かされるのは，大学の
多様性とそれに属する保健管理施設の多様性です。

全国には国公私立すべてを含め793大学（2025年度）がありますが，その形態は単科大学から総合
大学まであり，学部構成も様々，学生数に至っては千に満たないものから数万を超えるものまであ
り，大学の在り方は一様ではありません。当然の結果として大学の保健管理施設の在り方も多様とな
ります。

法令をみると，学校における保健管理は，文部科学省の所掌事務を定めた文部科学省設置法第4条
12項に「学校保健（学校における保健教育及び保健管理をいう。）」とあります。そして学校保健安全
法第7条に「学校には，健康診断，健康相談，保健指導，救急処置その他の保健に関する措置を行う
ため，保健室を設けるものとする。」とあり，さらに大学設置基準第36条に「大学は，その組織及び
規模に応じ教育研究に支障のないよう，教室，研究室，図書館，医務室，事務室その他必要な施設を
備えた校舎を有するものとする」とあります（下線は筆者，以下同様）。この「保健室」と「医務室」
の用語の差異は明らかではありませんが，この「保健室」の用語は，制定時の学校保健法第19条「学
校には，健康診断，健康相談，救急処置等を行うため，保健室を設けるものとする。」に見受けられ
ます。大学設置基準は1956年に施行されましたが，学校保健安全法の元となる学校保健法は1958年に
施行され，法令の対象とする学校範囲が異なること，初等・中等学校に医療行為ができない養護教諭
が配置されていることと関連があると推察されます。また大学設置基準第7条3に「大学は，学生に対
し，課外活動，修学，進路選択及び心身の健康に関する指導及び援助等の厚生補導を組織的に行うた
め，専属の教員又は事務職員等を置く組織を編制するものとする。」とあり，同35条には「大学は，
学生に対する教育又は厚生補導を行う上で必要に応じ，運動場，体育館その他のスポーツ施設，講堂
及び寄宿舎，課外活動施設その他の厚生補導施設を設けるものとする。」とあります。すなわち厚生
補導には心身の健康に関する指導及び援助が含まれ，保健管理施設は「厚生補導施設」の一つとも考
えられます。いずれにせよ現在の大学に保健管理施設が存在する根拠となっていると解されます。
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歴史を紐解くと，京都大学百年史（1997-2001年）には，『昭和41（1966）年，文部省の国立学校設
置法施行規則第29条の3により国立大学に保健管理センターの設置が認められ，この年東京大学，京
都大学，長崎大学，島根大学の4大学に初めて保健管理センターが設置された。』とあります。またさ
らに詳しくは千葉大学七十五年史（2024年）に『1964年公布の国立学校設置法施行規則第29条の3に，

「学生の保健管理に関する専門的業務を行う厚生補導のための施設として保健管理センターを置く」
とされ，その業務内容は，健康診断，健康相談及びその事後措置，環境衛生，及び保健管理に関する
調査研究と規定された。』とあります。文部省学制百二十年史（2004年）によると2003年度には86国
立大学に保健管理センターが設置されていました。国立大学は2004年に国立大学法人に移行しました
が，時に保健管理センターから姿形を変えながら保健管理業務を担っています。

滋賀大学でも，1949年の大学開設時より大津地区には小さいながらレントゲン室が設けられてお
り，看護婦が常任し保健活動を行っていたようです。その後彦根地区に保健室が設置され保健婦が赴
任し，学校医による健康相談が週1回実施されました。そして1978年彦根地区に保健管理センターが
大津地区に同分室が設置され，保健管理体制の充実強化が行われました。現在は専任教員である医
師，専門職員として保健師・看護師，非常勤の心理カウンセラー等が配置され，保健管理，心理カウ
ンセリング，産業保健，研究・教育などの業務を担っています。

大学における保健管理施設の多様性は，医師や看護職などの配置の有無といった構成員の多様性に
つながり，担う業務内容の多様性にもつながります。保健管理施設が保健管理を担うのは当然として
も，加えて産業保健，心理相談，障がい学生支援あるいは単なる健康相談にとどまらない診療業務な
どさまざまな業務を，時には一体化した組織として時には各々独立した組織として担うこととなりま
す。

大学の保健管理に関与する者として，法令などにより要求される保健管理を満たしつつ，常に自分
の大学にとって理想的な保健管理を目指して日々活動を行うとともに，保健管理施設の多様性を踏ま
えた標準的な保健管理を創出するために，個々の保健管理活動における経験や情報を共有し，協力し
ていくことが大切であると考えます。


